
                           

 
 
 
＜議案＞ 
 
Ａ 条例案件（２件） 
 

１ 富山市職員の給与に関する条例及び富山市一般職の任期付職員の採用及び

給与の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）富山市職員の給与に関する条例の一部改正 

ア 給料表（医療職給料表を除く。）の改定 

イ ５５歳を超える職員の給料等の減額率の見直し 

ウ 平成２３年１２月の期末手当の支給の特例 

本年４月から１１月までに支給された給与の公民較差相当分の減額

調整 

 

（２）富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部

改正 

ア 給料表の改定 

 

（３）（１）に伴い、附則で次の条例について所要の規定の整備 

ア 富山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

     イ 富山市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 

     ウ 富山市職員の修学部分休業に関する条例 

     エ 富山市職員の高齢者部分休業に関する条例 

 

（４）施行期日 平成２３年１２月１日 

 

２ 市長及び副市長の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定の件 

（１）市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正 

ア 給料月額の引下げ 

市長 １０８万円 → １０７万５，０００円 

       副市長 ８９万７，０００円 → ８９万３，０００円 

 

（２）富山市教育長の給与等に関する条例の一部改正 

ア 給料月額の引下げ 

７３万３，０００円 → ７３万円 
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（３）富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部改正 

ア 給料月額の引下げ 

５４万８，０００円 → ５４万６，０００円 

 

（４）富山市公営企業の管理者の給与に関する条例の一部改正 

ア 給料月額の引下げ 

上下水道事業管理者 ７５万２，０００円 → ７４万９，０００円 

病院事業管理者 ８１万円 → ８０万７，０００円 

    

（５）施行期日 平成２３年１２月１日 

 

 

＜その他＞ 
 

Ｂ 報告案件（１件） 

 

  １ 専決処分報告の件 

   （１）損害賠償請求に係る和解の件 

     （交通事故３件、交通事故以外の事故５件）  
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